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はじめに - 公募要領の構成について 
 

本助成事業は、休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業（以下「休眠預金等活用事業」と

いう）として行う事業です。 

一般財団法人社会変革推進財団（以下「SIIF」という）は、「コレクティブインパクトによる地域課

題解決」（事業種別：イノベーション企画支援事業、以下「本事業」という）を提案し、「民間公益活

動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成 28 年法律第 101 号）」

（以下「同法」という。）における資金分配団体として採択され、指定活用団体である一般財団法

人日本民間公益活動連携機構（以下「JANPIA」という。）からの助成を受けて本助成事業を実施

します。 

 

 
出所：一般財団法人日本民間公益活動連携機構ホームページより  

 

 

第 1部：「公募概要」：本事業に係る公募要領概要 

第 2部：第 1部以外の項目に関する詳細 
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第 1 部 公募概要 

事業趣旨  

急激な過疎化、地域産業の空洞化や衰退、若者人口の都市部への一極集中、進まない事業承

継、増え続ける空き家など、これらの事象は、いまや全国のどこでも抱えている私たちが暮らしてい

る地域社会で起きている問題として認識をされています。新型コロナウイルス感染症の広がりによ

り、都市部への一極集中が一時的に緩和されたように見える統計も出ていますが、根源的課題が

解消されたわけではありません。 

2014 年以降、政府は地方創生を掲げ、政府や地方自治体でも様々な対策が進められてきまし

た。民間の公益セクターよる活動や事業も多くの地域で取り組まれてきましたが、地方の過疎化、

地域産業の空洞化や衰退の流れは大きく、これまで以上に加速していく懸念さえあります。 

こうした複合的な課題に対処するためには、従来の枠を超えた革新的な手法の開発・普及・実装

に挑戦して、社会の大きな変革（ソーシャル・イノベーション）を目指すことが必要です。 

本事業では、人口減少や少子高齢化の進展等による人口構造の変化を背景とした「地方・地域

社会における活力の低下の解決」を改めて課題として設定し、コレクティブインパクトという革新的

な手法を通じて、社会課題解決の実証を目指しています。 

具体的には、例えば医療、介護、流通などの、各地域において重要な社会的役割を担う事業（以

下、「重要社会事業」という。）を、持続可能な形で維持させることにより、地域社会における活力低

下に歯止めをかけることを目指します。特に、重要社会事業を維持し、持続可能性を高めるために

複数の企業・団体が協力して集合的に地域課題に取り組むことで、地域の発展と本業への寄与が

ともに実現することを実証することが、本事業の狙いです。本事業終了後も、実行団体による事業

の継続、および他地域における類似事業の創出（公的機関等による初期費用負担等含む）が実現

されることも期待しています。 

そのために、私たちは休眠預金資金による支援にとどまらず、重要社会事業に対する集合的な

支援の仕組みの持続可能性を担保するために、これらの活動を担う組織のネットワーク構築、能力

強化等を目的とした経営伴走支援も行います。 

さらには、本事業を通じた「地域の活性化」にかかる活動の成果（インパクト）が誰にとっても分か

りやすいかたちで可視化され、それが地域社会にとってどの程度意味があるものなのかを測れる

機能・仕組みを根付かせることにも、実行団体の皆様と一緒に取り組んでいきます。 
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本事業を通じて、持続化されるべき地域の重要社会事業が見いだされ、その維持・発展に多様

なプレイヤーが集合的に取り組み、良い事例が多く生み出されること。そしてその事例が多くの

人々に知られること。それらによって活力ある地域社会が増えることを期待しています。 

皆様のご応募をお待ちしております。 

 

対象となる事業 

若年層の地域外流出や高齢化等により、地域機能の持続性に懸念のある地域（※）において、地

域社会の活力低下に歯止めをかけるために、対象地域において重要な社会的役割を担う事業

（以下、「重要社会事業」という。）を、集合的アプローチによって持続可能な形で維持・発展させる

事業。 

この場合の集合的アプローチとは、地元企業・団体によって構成される運営体・会議体・ネットワ

ークに類するものを立ち上げ、重要社会事業に対する支援（例えば、財務面に係る支援、マーケ

ティングに係る支援、人材獲得に係る支援、行政との連携にかかる支援等）を提供する取り組み

のことをいう。 

（※ この場合の「地域」とは、行政区域に縛られるものではない。） 

助成期間 

資金提供契約締結の日から 2024年 3月 31日まで 

（原則として複数年度、2021年度から 2023年度までの 3か年） 

助成金額総額 

1億 7,000万円を予定（評価関連経費を除く） 

1団体あたりの助成金額（上限及び目安） 

1団体につき 4千万円～6千万円を目安に助成を行います。 

-助成事業に対する評価（事前評価・中間評価・事後評価）を実施していただきます。そのための

経費として上記とは別に評価関連経費（助成金額の 5％未満）が助成されます。  

-休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みとして、事業に係る経費の 20%

以上は、自己資金又は民間からの資金の確保が原則です。ただし､財務状況や緊急性がある場

合には、特例的にその理由を明示していただき、自己負担分を減じることを検討します。 

採択予定実行団体数 

3-4団体を予定 
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対象となる団体（第 2部「4.申請資格要件」も併せてご確認ください） 

対象地域の重要社会事業に対して集合的に支援を提供する“コレクティブインパクトグループ”

（共通の社会的インパクトを創出することを目標に複数の民間の法人により形成された運営体、

会議体、ネットワーク等。以下「CIG」と言う。）の中核となる法人（以下、「中核団体」という。）で、

以下の条件を可能な限り満たす法人。 

• 日本国内に所在があり、法人格を有している（法人格は問いません） 

• CIG運営専任の常勤スタッフを配置している（または配置予定である） 

• CIG としてともに活動することを表明する他法人の役割分担を説明できる 

• ガバナンス･コンプライアンス体制を満たしている 

なお、本事業の対象となる中核団体が運営する CIGは、以下の要件を満たすもしくは事業期間

中に満たすことを目指すものとする。 

• 定常的な活動ができること 

• 地域経営の観点からのビジョンを有し、対象地域の重要社会事業が何かを定義し、具体的

な事業を見出せること 

• 重要社会事業の維持発展のために CIGが行う支援の優先順位を定められること 

• CIG外の事業者が持つ資源も活用しながら、重要社会事業の維持発展のために必要な支

援を提供できること 

• 本事業の終了後も、対象地域の重要社会事業が持続的であり続けるための仕組みを維持

できる見通しを立てられること 

• CIG全体としての社会的インパクト評価に取り組むことができること 

 

なお、CIGが重要社会事業に対して提供する支援メニューの例は以下のとおり。 

• 財務管理能力強化、財務内容改善支援 

（地域金融機関、地域特化型投資ファンド、経営支援サービス提供会社 等） 

• マーケティング支援（需要の言語化、市場への露出） 

（マーケティング、ブランディング、デザインに係る企業 等） 

• プロボノ支援者等の募集支援（人材紹介会社、NPO 等） 

• 行政との連携支援（各種士業、NPO 等）。 

※• 1団体 1申請に限ります。 

対象となる地域 

全国各地(日本国内) 
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審査基準 

① 休眠預金事業趣旨から鑑みた妥当性・本事業の目的との整合性 

(ア) 本事業を通じて取り組む課題が妥当であるか 

(イ) CIGが支援しようとする重要社会事業が妥当であるか 

② 社会的インパクトの創出 

(ア) 創出しうる社会的インパクトが測定可能であるか 

(イ) 本事業を通じて社会的インパクトが拡大する潜在性があるか 

(ウ) 社会的インパクト創出手法の新規性があるか 

(エ) 社会的インパクトを通じて実証される効果に継続性があるか 

(オ) 社会的インパクト創出にかかるリスクに対する対処が可能である可能性が高いか 

(カ) 社会的インパクト評価・マネジメントへのコミットメントがあるか 

(キ) 社会的インパクト評価・マネジメントが地域へ根付く可能性があるか 

③ CIGの事業の妥当性 

(ア) 事業計画が妥当であるか 

(イ) 意図した事業を実施するために必要十分なパートナーとの協業体制が提案されている
か 

(ウ) 助成終了後も重要社会事業が持続的でありつづけるための方策（出口戦略）が明確か 

(エ) ガバナンス・コンプライアンスへの意思・体制があるか 

公募のプロセスとスケジュール 

・公募期間： 2021年 1月 15日（金）9時～2021年 2月 12日（金）17時まで 

・オンライン説明会：2021年 1月 22日（金）13時～、1月 29日（金）13時～ 

・審査（面接含む）：2月中旬～ 

・採択団体決定・公表：5月頃（予定） 

・事業期間：2021年 5月（予定）～2024年 3月 

-評価基準に達する申請が少ない場合は、公募期間の延長もあり得ます。 

-公平で公正な審査のため､第三者の外部専門家等から構成される審査会議において審査が行
われます｡  

-応募書類等の確認のため SIIF よりご連絡する場合がございます。また、審査の一貫で面談を設
定させていただく場合がございます。面談の場所等は別途お知らせいたします（オンラインでの実
施の場合もあります）。 

-審査の結果は申請団体に対し､文書にて通知します｡  

-公募に申請した団体の情報（団体名・所在地・事業名・事業概要）および選定された実行団体の
名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、助成・投資総額とその算定根拠を、弊団
体の WEB サイト上で広く一般に公表します。詳細は第２部の「8.審査結果の通知と公開」を参照し
てください。 
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提出書類 

（様式 1）助成申請書兼確認書 

（様式 2）事業計画 

（様式 3）資金計画 

＜その他提出書類＞ 

- 定款、登記事項証明書（直近 3 ヶ月以内に発行されたもの）、直近の事業報告書および決算

報告書(3年分程度) 

- これまでに休眠預金事業への採択/申請歴がある場合には、その情報がわかる資料を提出

してください。 

- 団体パンフレットや広報誌、報道等、参考となるものを任意で提出してください。 

提出方法 

申請は E-mailで受け付けます。様式１～３及び参考資料を kyumin@siif.or.jp  

までお送りください。メールにて受領確認を行いますので、申請書類提出後確認メールが届かない

場合は恐縮ですが、電話・メールでお問い合わせください。 

※1郵送での申請受付は行いません。   

お問い合わせ先 

公募期間中、不明点等がある場合は下記までお問い合わせください。 

一般財団法人社会変革推進財団 休眠預金事務局 

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-28 M-City赤坂一丁目ビル 6F 

E-mail アドレス kyumin@siif.or.jp  

電話番号 03-6229-2622（受付時間 9時-17時） 

担当 小笠原、山本（泰）、紺野 

-担当者が事務所に不在の場合があるため当方からお電話にて折り返しの対応となることがあり

ます。余裕をもってお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kyumin@siif.or.jp
mailto:kyumin@siif.or.jp
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第２部 公募要項詳細（第 1 部以外事項についての詳細） 

目次 

1. 休眠預金事業としての趣旨 p9 

2. 休眠預金等交付金に係る資金の活用によ

りめざす姿 p9 

3. 実行団体に期待される役割 p10 

4. 申請資格要件 p10 

5. 助成方針等 p11 

6. 経費について p11 

7. 選定の流れ p12 

8. 審査結果の通知と公開 p12 

9. 選定後について p13 

10. 事業の評価 p14 

11. 包括的伴走支援について p15 

12. その他 p15 

 

1. 休眠預金事業としての趣旨 

我が国においては、人口減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が生じており、
国民生活の質や水準への影響等、様々な社会課題に直面しています。 

こうした社会課題の中には、法制度や予算等の仕組み上、行政の執行になじみにくい、既存施
策では十分な対応が困難であり、国及び地方公共団体では対応が困難な課題が多くあります。こ
れらの解決に資するため、10 年以上入出金等が確認できない休眠預金等について、預金者等に
払い戻す努力を尽くした上で、民間公益活動を促進するために活用することとした「民間公益活動
を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成 28 年法律第 101 号）」（以下
「法」という。）が、平成 30 年 1 月 1 日に全面施行されました。一般財団法人日本民間公益活動連
携機構（以下「JANPIA」という。）が、同法に基づく指定活用団体として、民間公益活動を行う団体
（以下「実行団体」という。）に対して助成を行う資金分配団体の公募を実施した結果、SIIF が採択
されました。 

 

2. 休眠預金等交付金に係る資金の活用によりめざす姿 

休眠預金等交付金に係る資金（以下「休眠預金等に係る資金」という。）の活用による目的は、
以下の 2点です。 

・国及び地方公共団体が対応することが困難な社会課題の解決を図ること 

・民間公益活動の自立した担い手の育成並びに民間公益活動に係る資金を調達することができ
る環境を整備すること 

これらの目的を達成することで、 

・社会課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みが構築され 

・資金分配団体や、実行団体が民間の資金を自ら調達して事業の持続可能性を確保し 

・社会課題の解決に向けた取組が強化されます。 

我が国の社会課題解決能力の飛躍的な向上、および国連サミットで採択された持続可能な開発
目標（SDGs：Sustainable Development Goals）の達成に貢献することも期待されます。本事業の財
源である休眠預金等は国民の資産であることから、国民をはじめとするステークホルダー（多様な
関係者）に対する事業の透明性や説明責任を果たすとともに事業による成果の可視化も求められ
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ますので、そのための事業評価の実施も重視します。また、民間公益活動の持続可能性を担保す
るために、民間公益活動を担う組織の能力強化を目的とした伴走支援に重点をおいています。 

3. 実行団体に期待される役割  

社会の諸課題は現場から上がってくることが多いことから、実行団体には、事業の実施により社
会の諸課題を解決するだけではなく、そうした課題を可視化するとともに、現場のニーズ等を資金
分配団体である SIIF 等にフィードバックし、本制度の改善につなげていただくことを期待しています。  

実行団体に期待される役割は以下のとおりです｡  

(1) 行政の縦割りに｢横串｣を刺す､あるいは公的制度のいわゆる｢狭間｣に位置している具体的
な社会の諸課題を抽出し､可視化する｡  

(2) 成果に着目しつつ休眠預金等に係る資金を効果的･効率的に活用し､社会の諸課題の解決
に向けた取組を推進する｡   

(3) 民間の創意･工夫を十分に活かし､複雑化･高度化した社会の諸課題を解決するための革新
的な手法を開発し､実践する｡   

(4) 自ら行う民間公益活動の社会的インパクト評価を実施し､民間公益活動の見直しや人材等
の資源配分への反映等､民間公益活動のマネジメントの中で社会的インパクト評価を有効に
活用する｡   

(5) 現場のニーズや提案､事業成果等を SIIFを通じて JANPIAにフィードバックすることにより、
本制度の一層の改善につなげる。   

 

4. 申請資格要件  

実行団体として助成の対象となる団体は、第一部「対象となる団体」欄記載のとおりとなります。
当該団体の設立準備段階にある場合や、例示されていない団体については、事前にご相談くださ
い。また、ガバナンス･コンプライアンス体制を満たしている団体である必要があります｡ 

ただし､次のいずれかに該当する場合は実行団体としての公募の対象となりません｡  

(1) 宗教の教義を広め､儀式行事を行い､及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体  
(2) 政治上の主義を推進し､支持し､又はこれに反対することを主たる目的とする団体  
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)第 3条に規定する公職をいう｡以下この

号において同じ)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む｡)若しくは公職にある者又は
政党を推薦し､支持し､又はこれらに反対することを目的とする団体  

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2号に規定する暴力団をいう｡次号において同じ｡)  

(5) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む｡以下この号において同じ｡) 若
しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制の下にある団体  

(6) 暴力､威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体  
(7) 資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され､その取り消しの日から 3年を経

過しない団体､又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け､当該措置の日から 3
年を経過しない団体  

(8) 同一の事業テーマで同時期に複数の資金分配団体に申請した団体。  
(9) 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体  

① 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から３年を経過しない者  
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法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から３年を経過しない者  

5. 助成方針等  

(1) 実行団体に対する助成の方法は､SIIFの 2020年度事業計画に照らし合わせ、その範囲に
おいて、実行団体が提出する事業計画の内容を踏まえて決定します｡ 

(2) 実行団体の選定に際しては､事業の特性に応じ､休眠預金等に係る資金に依存した団体を
生まないための仕組みとして､補助率を設定しました。事業に係る経費の 20%以上は､自己資
金又は民間からの資金の確保を原則とします｡ただし､財務状況や緊急性がある場合には､
特例的にその理由を明示していただき､自己負担分を減じることを検討いたします｡また、複
数年度の事業においては、助成終了後の事業継続を見据えて事業の最終年度には原則に
戻すこととなります。 

(3) 当財団は、最長 3年間､実行団体に対して複数年度にわたる助成を行います｡ただし､事業
の終了時期は別途資金提供契約（資金分配団体と各実行団体が締結する契約）に定めるこ
ととします。  

(4) 実行団体は、助成額の一部を管理的経費に充てることを可能とします｡当該管理的経費は､
役職員の人件費等や管理部門等の管理経費､事務所の家賃等に要する経費で､当該業務
に要する経費として特定することが難しいものの､一定の負担が生じている経費です｡事業費
の中で人件費を対象とする場合は､その旨と人件費水準等(人件費の幅または平均値)を特
記して公表することを資金提供契約に定めることとします(｢6.経費について｣参照)｡ 

(5) 助成金の支払いは､資金提供契約に基づき概算払いで行います｡複数年度にわたる事業の
場合には申請時に複数年度にわたる事業計画と資金計画等の提出が必要です。支払時
期・方法については別途資金提供契約に定めます。 

 

6. 経費について  

詳細は別途定める「積算の手引き」「精算の手引き」を参照してください。  

(1) 積算について 

① 実行団体 1団体あたり､事業に対する最大の助成額の目安は最大 6千万円であり、事業
計画・資金計画に基づく必要な額を助成します。対象となる経費は､民間公益事業の実
施に必要な経費とし､個別の資金提供契約において最終決定されるものとします｡  

② 様式 3「資金計画書」は、申請団体が通常使用する会計費目を使用して作成して下さい。
複数年度にわたる事業の場合には、各事業年度および事業期間全体の資金計画を作
成して下さい。  

③ この事業に関する事業年度は 4月 1日から翌年 3月 31日までとして下さい。  

④ 各費目は算出根拠を示す必要があります。  

(2) 資金計画書作成時の留意点 

① 資金計画書は助成金申請額と自己資金又は民間資金を合わせた事業費について記載
してください。助成対象経費は、以下の表に基づき、直接事業費と管理的経費とに大きく
分けた上で、申請団体が通常使用する会計費目で分類して下さい。  
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分 類 定義・留意点 

直接事業費  ・ 実行団体による民間公益事業実施に直接係る活動経費です。  

例：謝金、旅費交通費、会議費、会場借料、借料損料、印刷製本費、
通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、施設改修費、機器購入費、委
託費、人件費（当該事業に従事する業務従事者の給与）など  

管理的経費  ・ 役職員の人件費等や管理部門などの管理的経費、事務所の家賃等
に要する経費で、当該業務に要する経費として特定することが難しい
ものの、一定の負担が生じている経費、又活動を実施するための調
査費等です。  

・ 申請事業の経費として特定することが困難な費用については、他事
業と按分して、算出根拠を明らかにしてください。  

② 評価の確実な実施を図る観点から、評価等に関する調査実施に要する経費として評価
関連経費（評価関連経費については助成額とは別枠で助成額の 5％未満を助成します）
を助成額と別枠で申請可能です。このため、社会的インパクト評価等に関する調査実施
に要する経費（以下「評価関連経費」という）については「管理的経費」に積算する必要は
ありません。  

(3) 対象外経費について 
① ファーストクラス、スーパーシート、プレミアムエコノミー、グリーン車などの特別料金  
② 会議費の範囲を逸脱し、社会通念上、接待交際費に当たるもの  
③ 個人または団体に贈与される寄付金、義援金及び贈呈品等  
 上記以外の費用であっても、事業目的に沿わない場合などには、減額または対象外となる

可能性があります。判断が難しい場合など、不明な点がありましたら、事前にご相談ください。  

 

7. 選定の流れ  

(1) 第 1 次審査の結果を踏まえ、第 2 次審査として申請団体の面談を行うとともに、必要に応じ
て現地調査を行います。  

(2) 公平で公正な審査のため､第三者の外部専門家等が含まれる投資選定委員会において審
査が行われます｡  

(3) 当財団の理事会で決定します。  

(4) 審査の結果は申請団体に対し､文書にて通知します｡  

(5) 選定結果の情報を公表します。 

※ 公表内容については、「8.審査結果の通知と公開」を参照してください。  

 

8. 審査結果の通知と公開  

(1) 通知方法 

審査結果については､申請団体に対し文書で通知します｡ 

(2) 情報公開  

実行団体公募要領や公募に必要な書式については当財団のWEBサイト上で一般に公表し
ます。また、公募に申請した団体の情報（団体名・所在地・事業名・事業概要）を、募集終了時
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に当財団の WEB サイト上で公表します。さらに、選定した実行団体の名称、申請事業の名称
及び概要、選定理由、事業計画、資金計画を当財団の WEB サイト上で少なくとも助成期間が
終了するまで広く一般に公表します。なお、上記に関しては様式 1 承諾書を提出していただき
ます。但し、公表にあたっては、当該実行団体の権利・利益を損なわないように配慮します。 

 

9. 選定後について  

(1) 休眠預金助成システム  

JANPIA が開発するシステムで事業の進捗管理や評価結果等を報告していただくもので
す。休眠預金助成システムを使用して、JANPIA 及び資金分配団体、実行団体間で進捗管
理や評価結果等をペーパーレスで迅速に共有し一元管理します。また、事業運営の透明
性を確保するため、入力された内容は基本的にすべて公開されます。  

(2) 事業の進捗管理  

① 進捗報告  

実行団体は､資金提供契約に基づき､伴走支援の一貫として資金提供契約で合意した時
期に活動の進捗および総事業費の使用状況について休眠預金助成システムを使って報告
してください。上記に加え､事業の進捗状況を把握するための協議を対面形式で毎月 1 回
以上程度行います｡この形式はインターネットを通じた遠隔会議、テレビ会議システム等を
含みます｡  

② 事業報告  

実行団体は、資金提供契約に基づき、各事業年度が終了するごとに、休眠預金助成シ
ステムにより、事業と収支の報告をしてください。   

(3) 総事業費の管理と助成金の支払い  

① 指定口座の開設について 

総事業費を一元的に管理するため、総事業費のみを管理するための口座を設定してく
ださい。指定口座において総事業費以外の金銭の管理を行わないようにし、指定口座以外
の金融機関口座において総事業費の管理を行わないでください。  

なお、預金保険制度により万一の時にも預金が全額保護されるべきという観点から､総
事業費の管理のための金融機関口座残高が一時的であっても 1,000 万円を超える可能性
がある場合には､決済用預金口座(利息の付かない普通預金あるいは当座預金)を開設し
てください｡通帳がない当座預金については､インターネットを通じ取引明細が随時出力でき
るものに限ります｡  

② 指定口座の管理  

実行団体は､当財団に対し､指定口座の預金残高や出金及び振込みに関する情報を提
供又は報告してください｡   

③ 支払い時期等  

実行団体への助成金の支払いは､JANPIA から資金分配団体に助成金が交付された後
に､契約に基づき実行団体への助成金を概算払いで実行団体の指定口座に振り込みます｡
実行団体への助成金の支払いは資金提供契約にて合意された条件に基づき支払いを行
います。4 月は実行団体向け精算の手引き(*別途後日に｢実行団体向け精算の手引き雛
型｣を開示します)に従って､前事業年度の精算を行うとともに､3 月末の進捗管理報告に基
づいて､当該年度に予定している分の助成金を支払います｡  
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④ 使途等  

総事業費の使途については資金提供契約で認められたものに限定し､民間公益事業と
それ以外の事業とを区分して経理を行うとともに帳簿を備え付けてください｡支払証拠書類
は事業完了日が属する会計年度の終了後､5年間保管してください｡  

(4) シンボルマークの表示  

JANPIA が、休眠預金等に係る資金を活用して実施する事業であることを示すためのシン
ボルマークを作成しました。事業実施に当たっては、このシンボルマークを表示してください。 

具体的な利用方法については、JANPIA が別途定める「シンボルマーク利用手引き｣を参
照してください｡  

(5) 事業完了報告  

① 助成事業終了日から別途指定する時期に、休眠預金助成システムを使って当財団に
事業完了報告書を提出してください｡  

② 事業の適正を期するため､または事業の評価を行うため､資金提供契約に基づき助成
事業の完了の日の属する事業年度の終了後 5 年を経過するまでの間は､報告の聴
取､立入検査または監査を行うことがあります｡この検査等に JANPIA が立ち会う場合
があります｡  

③ 同期間内においては、会計帳簿その他本事業に関係する書類データは保管してくだ
さい。  

④ 上記①､②に規定する監査においては､必要に応じ外部の専門家による第三者監査
を行うことがあります｡  

(6) その他  

助成金の積算、精算についての詳細は別途「積算の手引き」「精算の手引き」にて詳細を
定めます。  

 

10. 事業の評価  

(1) 休眠預金等に係る資金の活用に当たっては、国民の資産である休眠預金等を活用してい
るという性質上、その活用の成果を適切に評価し、国民の理解を得るために「説明責任を
果たすこと」、活動を効果的・効率的に行うために「学びを改善につなげること」、民間公益
活動団体全般の質の向上や資金・人材の獲得などにつなげるために「活かすこと」が求め
られます。一方で、評価に係る事務負担が、本来なされるべき民間公益活動の負担になら
ないようにする必要があります。 

(2) 「資金分配団体・実行団体に向けての評価指針」に基づき、評価の客観性や正当性を確保
する前提のもと、社会的インパクト評価を行っていただきます。評価の主体は、評価の客
観性や正当性を確保するという前提の下、自己評価を基本とします。なお、評価は事業を
実施する前（事前評価）、中間時（中間評価）、事業終了時（事後評価）に実施します。ま
た、必要に応じて、SIIF主導により、追跡評価を実施する場合があります。 

(3) 資金分配団体や JANPIAは、実行団体において評価の実務経験が少ないなど、必要な場
合には、各実行団体の自己評価を伴走支援します。  

(4) また、民間公益活動のうち、大規模なもの、重要なものや国民的関心が高いもの等につい
ては、外部評価や第三者評価を行うことにより、評価の信頼性および客観性を確保するこ
ととします。なお、実施内容や実施時期については、実行団体、資金分配団体、JANPIA間
で協議の上決定します。  
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11. 包括的伴走支援について  

事業の成果をより確実なものとし実行団体の自立性を高めていくため、資金支援だけではなく、
事業実施に係る経営支援等の非資金的支援を、必要に応じて外部の団体や専門家とも連携しつ
つ支援対象の団体に寄り添って支援する伴走型で提供し、組織の能力強化（キャパシティ・ビルデ
ィング）を図ります。 

 

12. その他  

資金分配団体は、この公募要領に定めるもののほか、監督、情報公開、外部換算、助成金の使
途、選定の取り消し及び返還、加算金及び遅延金、不正等の再発防止措置等を含め、実行団体に
対する助成・投資の実施に関して必要な事項を、資金提供契約において定めることとします。申請
に当たっては資金提供契約の内容をご理解いただきますようお願いいたします。 

また、申請書類の作成等選定までに要する全ての費用については、各申請団体（実行団体に申
請する団体。以下同じ）の負担となります。審査の結果、実行団体に指定されなかったことによる一
切の損害等について当財団が責任を負うものではありません。  

以 上 
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別添）ガバナンス・コンプライアンス体制の整備に関する事項   
本助成事業において求められるガバナンス・コンプライアンス体制の整備に関し、以下の項目に

ついてご理解ください。 

※ 公募申請時に必要な書類ではありません。 

 

【提出時期】 

〇資金提供契約締結時までに提出  

△契約期間中に提出 

※ 個々の実行団体の特性などを踏まえ、相応しくないものがあれば、SIIF と実行団体で協議の
上、現実的で実効性が担保できる対応について決めることとします 

規程類に含める必須項目 
実行団体 

の整備義務 

参考 

JANPIAの規程類 

● 社員総会･評議員会の運営に関する規程 

(1)開催時期･頻度 〇 ･評議員会規則 

･定款 

 

※（7）に関して 

社団法人におい

ては、特別利害関

係を持つ社員の

社員総会への出

席ならびに議決権

の行使に関する

除外規定は必須

としないこととしま

す。 

(2)招集権者 〇 

(3)招集理由 △ 

(4)招集手続 △ 

(5)決議事項 〇 

(6)決議 (過半数か 3分の 2か) 〇 

(7)特別の利害関係を有する場合の決議からの除外 

｢評議員会の決議に当たっては､当該決議について特

別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う｣とい

う内容を含んでいること 

〇 

なお、 

右記※参照 

(8)議事録の作成 〇 

● 理事会の構成に関する規程 

(1)理事の構成「各理事について、当該理事及びその

配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数

が、理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容

を含んでいること 

 
〇 

・定款 

(2)理事の構成「他の同一の団体の理事である者その

他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計

数が、理事の総数の３分の１を超えないこと」という内

容を含んでいること 

 
〇 

● 理事会の運営に関する規程 

(1)開催時期･頻度 〇 ・理事会規則 

・定款 (2)招集権者 〇 

(3)招集理由 △ 
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(4)招集手続 △ 

(5)決議事項 〇 

(6)決議 (過半数か 3分の 2か) 〇 

(7)特別の利害関係を有する場合の決議からの除外 

｢理事会の決議に当たっては､当該決議について特別

の利害関係を有する理事を除いた上で行う｣という内

容を含んでいること 

〇 

(8)議事録の作成 〇 

● 役員及び評議員の報酬等に関する規程 

(1)役員及び評議員(置いている場合にのみ)の報酬の

額 

〇 ･役員及び評議員

の報酬等並びに

費用に関する規

程 
(2)報酬の支払い方法 △ 

● 職員の給与等に関する規程 

(1)基本給､手当､賞与等 〇 ･給与規程 

(2)給与の計算方法･支払方法 △ 

● 理事の職務権限に関する規程 

JANPIAの定款(第 29条 理事の職務及び権限)に規

定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定

されていること 

△ ･理事の職務権限

規程 

● 倫理に関する規程 

(1)基本的人権の尊重 〇 ･倫理規程 

(2)法令遵守(暴力団､反社会的勢力の排除) 〇 

(3)私的利益追求の禁止 〇 

(4)利益相反等の防止及び公開 〇 

(5)特別の利益を与える行為の禁止  

｢特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動

を行う者に対し､寄附その他の特別の利益を与える行

為を行わない｣という内容を含んでいること 

〇 

(6)情報公開及び説明責任 〇 

(7)個人情報の保護 〇 

● 利益相反防止に関する規程 

(1)-1利益相反行為の禁止 

｢資金分配団体が実行団体を選定､監督するに当た

り､資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ

措置｣について具体的に示すこと 

〇 ･倫理規程 

･理事会規則 

･役員の利益相反

禁止のための自

(1)-2利益相反行為の禁止 〇 
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｢助成事業等を行うにあたり､理事､監事､評議員･社

員､職員その他の事業協力団体の関係者に対し､特別

の利益を与えないものである｣という内容を含んでいる

こと 

己申告等に関す

る規程 

･就業規則 

･審査会議規則 

･専門家会議規則 
(2)自己申告 

｢役職員に対して､定期的に｢利益相反に該当する事

項｣に関する自己申告をさせた上で､適切な組織にお

いて内容確認を徹底し､迅速な発見及び是正を図る｣

という内容を含んでいること 

〇 

● コンプライアンスに関する規程 

(1)コンプライアンス担当組織 

コンプライアンスを担当する部署又は責任者が設置さ

れていること 

〇 ・コンプライアンス

規程 

(2)コンプライアンス委員会 

コンプライアンス委員会の設置が困難な場合は、上記

（１）のコンプライアンスを担当する責任者を配置する

ことで足りるものとする  

△ 

(3)コンプライアンス違反事案 

｢不正発生時 には､原因究明､関係者に対する厳格な

処分及び再発防止策を確実に実施し､その 内容を公

表する｣という内容を含んでいること 

〇 

● 内部通報者保護に関する規程 

(1)ヘルプライン窓口 

自団体で整備することが困難な場合は、JANPIAのヘ

ルプライン窓口の外部機関を利用することで足りるも

のとする 

〇 ・内部通報（ヘル

プライン）規程 

(2)通報者等への不利益処分の禁止 

消費者庁が策定する「公益通報者保護法を踏まえた

内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向け

ガイドライン」（平成 28年 12月 9日）に沿って内部通

報者保護規程を定めること 

 

〇 

● 情報公開に関する規程 

以下の 1.～4.の書類が情報公開の対象に定められて

いること 

1. 定款 

2. 事業計画､収支予算 

3. 事業報告､貸借対照表及び損益計算書､財産目録 

4. 理事会､社員総会､評議員会の議事録 

△ ・情報公開規程 
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● 文書管理に関する規程 

(1)決済手続き △ ・文書管理規程 

(2)文書の整理､保管 △ 

(3)保存期間 △ 

● リスク管理に関する規程 

(1)具体的リスク発生時の対応 △ ・リスク管理規程 

(2)緊急事態の範囲 △ 

(3)緊急事態の対応の方針 △ 

(4)緊急事態対応の手順 △ 

● 監事の監査に関する規程 

監事の職務及び権限を規定し､その具体的内容を定

めていること  

※監事を設置していない場合は､社員総会で事業報

告､決算について審議した議事録を提出してください 

△ ・監事監査規程 

● 経理に関する規程 

(1)区分経理 〇 ・経理規程 

(2)会計処理の原則 △ 

(3)経理責任者と金銭の出納･保管責任者の峻別 △ 

(4)勘定科目及び帳簿 〇 

(5)金銭の出納保管 △ 

(6)収支予算 〇 

(7)決算 〇 

● 組織(事務局)に関する規程 

(1)組織(業務の分掌) △ ・事務局規程 

(2)職制 △ 

(3)職責 △ 

(4)事務処理(決裁) △ 

 


